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「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
社
会
」
の

実
現
に
向
け
て
、
子
育
て
支
援

策
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
以
下
伺
う
。

⑴
公
約
で
あ
る
第
２
子
以
降
の
保
育
料

無
償
化
～
音
更
町
で
は
本
年
９
月
か
ら

実
施
さ
れ
た
。
無
償
化
さ
れ
な
い
第
６

階
層
以
上
の
世
帯
数
及
び
無
償
化
の
影

響
額
と
無
償
化
す
る
考
え
は
。

⑵
認
定
こ
ど
も
園
の
教
育
認
定
の
拡
充

～
教
育
標
準
時
間
は
13
時
ま
で
で
、
延

長
保
育
し
て
も
16
時
降
園
と
な
り
長
い

時
間
預
け
ら
れ
な
い
。
延
長
保
育
料
も

旧
わ
か
ば
幼
稚
園
で
は
月
額
上
限
が
あ

っ
た
が
撤
廃
さ
れ
た
。
幼
稚
園
と
保
育

所
の
機
能
を
併
せ
持
つ
施
設
と
し
て
、

延
長
保
育
の
時
間
延
長
と
延
長
保
育
料

を
軽
減
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

⑶
学
童
保
育
所
に
お
け
る
長
期
休
業
中

の
昼
食
提
供
～
夏
休
み
な
ど
は
お
弁
当

を
持
参
し
て
い
る
が
、
共
働
き
世
帯
に

と
っ
て
保
護
者
負
担
は
大
き
い
。

　

①
保
護
者
か
ら
昼
食
提
供
を
望
む
声

　

は
な
い
か
。

　

②
給
食
セ
ン
タ
ー
や
民
間
委
託
な
ど

　

昼
食
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

  

町　

長

町　

長  

⑴
本
年
９
月
１
日
に
お
け
る
在
籍
児
童

数
で
試
算
し
た
場
合
、
対
象
世
帯
数
は

61
世
帯
で
、
影
響
額
は
年
額
２
１
８
６

万
円
と
な
る
。
第
６
階
層
以
上
に
属
す

る
世
帯
に
つ
い
て
は
、
給
与
収
入
者
の

場
合
で
年
収
約
７
０
０
万
円
以
上
と
推

計
さ
れ
、
過
度
な
負
担
を
強
い
て
い
る

状
況
に
は
な
い
と
考
え
て
い
る
た
め
、

現
状
に
お
い
て
は
、
第
２
子
以
降
の
保

育
料
無
償
化
を
実
施
す
る
考
え
は
な
い
。

⑵
教
育
認
定
の
延
長
保
育
の
時
間
延
長

に
つ
い
て
、
認
定
こ
ど
も
園
で
は
教
育

標
準
時
間
後
に
保
育
を
希
望
す
る
ニ
ー

ズ
に
応
え
、
平
日
は
午
後
１
時
か
ら
午

後
４
時
ま
で
、
土
曜
日
と
長
期
休
業
期

間
は
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
４
時
ま

で
延
長
保
育
を
実
施
。
旧
わ
か
ば
幼
稚

園
に
は
な
か
っ
た
土
曜
日
と
長
期
休
業

期
間
の
保
育
も
行
っ
て
い
る
が
、
保
護

者
か
ら
の
時
間
延
長
の
要
望
は
少
な

く
、
現
状
で
は
延
長
の
考
え
は
な
い
。  

　

教
育
認
定
の
延
長
保
育
料
の
軽
減
に

つ
い
て
、
利
用
者
に
は
１
人
１
時
間

２
０
０
円
を
徴
収
。
旧
施
設
で
設
定
し

て
い
た
徴
収
上
限
額
は
廃
止
し
、
延
長

理
由
が
保
護
者
個
々
の
事
情
に
よ
る
も

の
で
あ
る
た
め
、
受
益
者
負
担
の
原
則

に
基
づ
き
上
限
を
設
け
ず
全
額
負
担
と

し
て
い
る
。
延
長
保
育
料
の
徴
収
上
限

額
を
設
け
る
考
え
は
な
い
。

⑶
①
町
内
の
学
童
保
育
所
で
は
長
期
休

業
中
の
昼
食
提
供
は
行
っ
て
お
ら
ず
、

保
護
者
が
弁
当
を
持
た
せ
て
い
る
が
、

こ
れ
ま
で
昼
食
提
供
を
望
む
声
は
寄
せ

ら
れ
て
い
な
い
。 

 

②
給
食
セ
ン
タ
ー
で
は
長
期
休
業
中
に

設
備
点
検
や
清
掃
等
を
行
っ
て
お
り
、

長
期
休
業
中
登
所
の
児
童
約
２
３
０
人

の
た
め
に
稼
働
す
る
の
は
コ
ス
ト
面
で

現
実
的
で
は
な
い
と
考
え
る
。
一
方
、

民
間
委
託
の
活
用
に
つ
い
て
は
帯
広
市

や
池
田
町
の
事
例
を
参
考
に
情
報
収
集

を
行
い
、
食
事
内
容
や
利
用
者
負
担
を

含
め
た
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
と
す
り
合
わ

せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。　
　

　
　
　

集
団
歯
科
健
診
で
異
常
な
し
と

　
　
　

診
断
さ
れ
た
後
、
進
行
し
た
虫

歯
が
発
見
さ
れ
る
事
例
が
起
き
て
い
る
。

暗
い
場
所
で
の
実
施
や
歯
科
医
院
を
受

診
す
る
の
が
遅
れ
る
場
合
も
あ
り
、
信

頼
性
を
ど
う
捉
え
る
か
。

  

町　

長

町　

長  

　

保
育
施
設
で
の
歯
科
健
診
は
保
育
所

保
育
指
針
に
基
づ
き
、
児
童
の
口
腔
内

の
健
康
状
態
確
認
や
虫
歯
の
早
期
発

見
・
対
処
を
目
的
に
年
１
回
実
施
し
て

い
る
。
０
歳
児
と
１
歳
児
は
午
睡
中
に
、

２
歳
児
か
ら
５
歳
児
は
給
食
後
の
う
が

い
や
歯
磨
き
後
に
歯
科
医
師
が
診
察
を

行
っ
て
い
る
が
、
設
備
や
児
童
の
協
力

状
況
か
ら
精
度
の
限
界
が
あ
る
。
ま
た
、

乳
歯
虫
歯
の
進
行
が
速
い
た
め
、
家
庭

で
の
歯
磨
き
も
重
要
で
あ
る
。
歯
科
健

診
結
果
は
保
護
者
に
伝
え
、
計
画
的
な

健
診
の
実
施
と
児
童
へ
の
歯
磨
き
指
導

を
継
続
し
て
い
く
。

問
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（政清会）

答問
民
間
委
託
に
つ
い
て
は
、
情
報
収
集
を
行
い
、
保
護

者
の
ニ
ー
ズ
と
す
り
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る

学
童
保
育
所
に
お
い
て
夏
休
み
な
ど
昼
食
提
供
は

で
き
な
い
か

答問

１
０
０
％
の
精
度
は
困
難
、
家

庭
で
の
歯
磨
き
指
導
を
行
う

保
育
施
設
の
集
団
歯
科
健
診
の

信
頼
性
は

問

「幕別認定こども園」


